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国民健康保険制度改革の概要 

１ 制度改革の目的 

  国民健康保険制度は、被保険者の年齢構成が高く医療費水準が高い、被保険者の所得水準が低く保

険料負担が重い、財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が全体の 1/4を占めているなど

の構造的な課題を抱えていることから、制度改革により、国民皆保険を支える重要な基盤である国民

健康保険制度の安定的な運営を可能とする。 

 

２ 制度改革の内容 

 (1) 公費による財政支援の拡充 

   毎年約 3,400億円の財政支援の拡充により、国保の抜本的な財政基盤の強化を図る。 

財政支援の内容 27年度 28年度 29年度 30年度  31年度～ 

低所得者数に応じた財政支援 1,700億円 1,700億円 1,700億円 1,700億円 1,700億円 

財政安定化基金の造成 

＜積立総額＞ 

200億円 

＜200億円＞ 

400億円 

＜600億円＞ 

1,100億円 

＜1,700億円＞ 

300億円 

＜2,000億円＞ 

－ 

＜2,000億円＞ 

・保険者努力支援制度 

・財政調整機能の強化（精神疾患
等、自治体の責めによらない要因
に対する財政支援） 等 

   1,700億円 1,700億円 

 

 (2) 運営の在り方の見直し（平成 30 年度～） 

都道府県 市町村 

財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や 

効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割 

を担う。 

地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険税率 

の決定、賦課・徴収、保険給付、保健事業等、地 

域におけるきめ細かい事業を引き続き行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【現行】

被保険者
市町村

（特別会計）

①保険税率の決定
②保険税の賦課

③保険税の徴収

国保連

④医療給付費の支払

医療機関

【改革後】

被保険者

③保険税率の決定
（標準保険料率を参考として）

④保険税の賦課

市町村
（特別会計）

医療機関 国保連

⑤保険税の徴収

⑧医療給付費の支払

県
（特別会計）

①納付金の決定
②標準保険料率の提示

⑦交付金の交付

⑥納付金の納付

財政安定化
基金の活用

《参考：財政運営の仕組み》 

資料２ 

 

【現行】 市町村が個別に運営 【改革後】 県が市町村とともに国保運営を行うととも、
安定的な財政運営の中心的役割を担う

市町村
県

【県の役割】

・国保運営方針（県内の統一的な方針）を策定

・市町村ごとの納付金を決定

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定

・ 市町村が担う事務の標準化、効率化の促進 など

【市町村の役割】
・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業 など

県が市町村ごとに決定した

納付金を市町村が納付

これまでと
変わらない

市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に支払う（交付金の交付）

【市町村の役割】
・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業 など
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３ 納付金・標準保険料率 

 (1) 納付金 

  ・ 県全体の保険給付費から公費等を除いた、保険税で賄う必要がある費用について、医療費水準、 

所得水準等に基づいて、各市町村に割り振る。 

・ 市町村は、徴収した保険税を財源として、納付金を県に納付する。 

 (2) 標準保険料率 

  ・ 県は、各市町村が納付金を納めるために必要な標準保険料率を設定、公表する。 

   （標準保険料率を設定（公表）することで、市町村間の比較可能性を高める。） 

・ 市町村は、標準保険料率を参考に、保健事業等の個別の事情を勘案して保険税率を決定する。 

 

４ 制度改革後の保険料（税）の考え方 

・ 国の納付金ガイドラインにおいて、「市町村間の医療費水準の格差が大きい場合には、原則とし

て医療費水準に応じた保険料率とし、将来的に地域の事情を踏まえつつ、都道府県において統一し

た保険料水準を目指すこととする。」とされている。 

・ 本県においては、医療費水準に約 1.6倍の格差があるという状況などから、平成 29年 11月に策

定した「岩手県国民健康保険運営方針」において、当面は、保険税の統一は行わず、市町村ごとに

保険税を設定することとしている。 

 

５ 激変緩和措置 

  国保の財政運営の仕組みが変わる（納付金方式の導入等）ことに伴い、一部の市町村においては、

被保険者の保険税負担が上昇する可能性があることから、保険税負担が急激に増加することを回避す

るための措置を講じる。 

 (1) 市町村ごとの納付金の額を決定する際の配慮 

納付金の算定にあたって設定する、医療費水準・所得水準の反映係数は、国が示したガイドライ

ンを基に、都道府県ごとに決定することが可能であることから、市町村間の格差を少なくするよう

な係数を設定することも可能である。（市町村間の格差を縮小する場合は、医療費水準の低い市町

村が、高い市町村の負担をカバーすることになる。） 

 (2) 都道府県繰入金による配慮 

納付金の算定にあたっての係数は、県で同一の係数を用いるため、個別の市町村についての激変 

緩和措置が行えるわけではないことから、県繰入金による激変緩和措置を設ける。 

 

６ 国民健康保険運営方針 

 ・ 都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、都道府県内統一的な運営方針

を定め、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進する。 

 ・ 本県では、平成 29 年 11 月に「岩手県国民健康保険運営方針」を策定。対象期間は、平成 30 年

度から平成 32年度まで（３年ごとに見直し）。 


